
警察の実施機関入りについて 
 
１ 警察と事務局の間に共通理解のある項目と考え方 
(1) 不開示情報において警察職員の氏名を不開示とすることについて 
（考え方） 
情報公開条例第６条第６号と整合性を図り、警部補以下の階級にある警察官及びそれに相

当する職員の氏名を不開示とする。 
 

(2) オンライン結合の禁止について 

  （考え方） 

県警が、警察庁又は他の都道府県警察にオンライン結合により提供するときは、例外とす

る。 

 

(3) 個人情報取扱事務登録簿について 
 （考え方） 
  行政機関法第１０条第２項第１号、２号に規定されている事務（犯罪の捜査等）について

は、適用除外とする。 
  その他、必要な例外があれば、適用除外とする。 

 
２ 検討中の項目 

 (1) 収集の制限（本人収集の原則、センシティブ情報の収集禁止について） 

   ○適用除外の範囲について検討中 

 

 (2) 利用・提供制限 

   ○適用除外の範囲について検討中 

 

 (3) 審議会の意見を聴くことについて 
   ○(1)、(2)と関連して検討する。 
 

(4) 適用除外規定について 

 （考え方） 

刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員

が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報（行政

機関法第４５条第１項）、訴訟に関する書類又は押収物（整備法）に記録されている保有個人

情報については、開示、訂正及び利用停止等の適用除外とする。 

また、触法事案処理や少年補導による個人情報については、同様に適用除外とするか要検

討。 
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  警察の実施機関入りについて 

警察の意見 事務局の考え方 
○ 実施機関入りに対する基本的考え方 

１ 公安委員会及び県警が、平成８年に成立した個人情報の保

護に関する条例の枠内において実施機関に入らないことにつ

いては既に決着済み。 

２ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（行政機

関法）が成立し、国家公安委員会及び警察庁が行政機関法の下

において実施機関入りすることとなったが、警察庁は主として

各都道府県警察を指揮監督及び調整する機関であり、治安を維

持するための個々の警察活動は、執行機関である各都道府県警

察が行っていることから、県警としては警察庁が実施機関にな

った行政機関法の枠組みよりも緩やかな枠組みであるならば

格別、行政機関法の枠組みを超えて警察活動を制約するような

内容の条例の下で実施機関に入ることについては、治安維持の

うえから許容できない。 

現行条例は、既に行政機関法の枠組みを超えた制度を設けて

いるが、県警が実施機関入りするためには、県警については条

例に当該部分に関する除外規定を設けるなどの措置がとられ、

警察法が定めている警察の責務を遂行するうえで支障のない

枠組みであることが確認されない限り、実施機関に入ることは

出来ない。そのためには、最低でも行政機関法と同様の枠組み

が保証されることが必要である、というのが県警の基本的考え

方である。 

 
１ 条例を制定した平成８年当時は、

犯罪捜査など警察活動における国や都

道府県警察相互の協力信頼関係、捜査

活動への支障に対する懸念から、公安

委員会及び警察本部長が実施機関にな

ることが難しいと考え、実施機関に加

えなかった（懇話会報告）。 
２ 警察活動を行うについて支障があ

るものは、収集、利用・提供等の場面

で例外取扱いができるように次のとお

り措置すれば足りるのではないかと考

える。 
① 犯罪捜査等の公共安全を目的する

情報の取扱いについては、例外規定を

設ける。 
② ①以外について、類型化できるも

のについては例外規定を設ける。 
③ 例外規定として設けられないもの

については、類型答申で対応する。 
３ 機関法と同様の枠組みが必要であ

るとの主張について、機関法と同様の

条文という意味であれば、そもそも機

関法と条例は規定ぶりが異なるのであ

って、同じ条文を設けることはできな

いと考えている。 
 例えば、機関法のように相当な理由

があれば、第三者提供ができるという

ような規定を置こうとすると、条例の

中に警察の特例規定を設けるか、別の

条例を制定しなければならなくなるの

ではないか。 
○ 警察制度について 

１ 警察組織について 

国においては内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会が

設置され、その管理の下に警察庁がおかれている。警察庁は国

家公安委員会の管理に服しながら、警察庁に課せられた事務を

執り行うとともに、国家公安委員会を補佐することとされてい

る。国家公安委員長には国務大臣が充てられ、警察庁長官及び

警視総監は国家公安委員会が任免し、その任免には内閣総理大

臣の承認が必要とされている。 

県においては知事の所轄の下に県公安委員会が設置され、そ

の管理の下に県警察本部が設置されている。国と同様に、県警

察本部は県公安委員会の管理に服しながら、県警察に課せられ

た事務を執り行うとともに、県公安委員会を補佐することとさ

れている。 

 
１ 警察活動を行うについて支障があ

るものは、収集・利用・提供等の場面

で例外取扱いができるように次のとお

り措置すれば足りるのではないかと考

える。 
① 犯罪捜査等の公共安全を目的する

情報の取扱いについては、例外規定を

設ける。 
② ①以外について、類型化できるも

のについては例外規定を設ける。 
③ 例外規定として設けられないもの

については、類型答申で対応する。 
２ 警察組織の特色に配慮した条例上
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警察本部長は警察法第50条により、国家公安委員会が県公安

委員会の同意を得て任免することとされており、さらに、県警

における警視正以上の階級にある警察職員も国家公務員とさ

れ、同法第55条第3項の規定により、国家公安委員会が県公安

委員会の同意を得て任免することとされている。 

 県においては兵庫県公安委員会の管理の下に兵庫県警察本

部が設置され、警察本部の下に県内を52の区域に分け、その区

域ごとに52の警察署が設置されている。警察本部においては部

制を敷いており、その部に設置されている課や執行隊によって

それぞれの事務を分掌している。 

警察署においても、概ね警察本部の部制に対応して課が設置

され、それぞれの事務を担当しているが、警察署では、さらに

その管轄地域を細分化し、警察署の下部機構として交番・駐在

所が設置されている。 

２ 国の警察と都道府県の警察との関係 

治安の維持という国の根幹に係る警察業務は、一般的に、国

家的性格と地方的性格を併せ持っている。そのため、警察法で

は、執行的性格を有するすべての警察事務を都道府県警察が行

うこととする一方で、警察業務が国家的性格を有することを受

けて、警察庁長官が警察庁の所掌事務について都道府県警察を

指揮監督することができるとされているほか、一定の階級以上

にある警察官は国家公務員とされ、特定の経費は国が支弁する

こととされている。 

３ 都道府県警察相互の関係について 

都道府県警察は、警察法第36条により、都道府県の機関とし

て設置されており、同条第2項によって、当該都道府県の区域

内につき、同法第2条の責務に任ずることとされている。 

 今日において、警察が取り扱う対象事象は社会情勢の変化に

伴い、ますます広域化していることから、これらの事象に対し

個々の都道府県警察が相互に連携することなく活動を行って

いたのでは、自らに課せられた責務を十分に果たすことが困難

となっている。 

 そのため警察法では、警察法第59条から第61条までに「都道

府県警察の相互協力義務」「警察庁等に対する援助要求」など

の各規定を置き、都道府県警察の相互協力等を定めている。こ

れによって、広域組織犯罪等の犯罪捜査をはじめとして、警察

が取り扱う対象事象に対して、各都道府県警察が相互に密接な

連携をとりながら、全国の警察が共同し、あるいは一体となっ

て対応していくことが可能となっている。 

 県警は兵庫県の区域について警察の責務に任じているが、孤

立して活動しているのではなく、警察庁や全国の警察と連携し

ながら、治安維持の任に当たっている。 

 県警が条例の実施機関に入るに当たっては、このような警察

組織の特色に配慮した条例上の措置が是非とも必要である。 

の措置をすることが、どのような措置

を求めているのか具体的でない。結局、

警察活動に支障のないようにするとい

うことであれば、１のとおり措置すれ

ば足りるのではないか。 

○ 警察業務の特色 

１ 治安維持機関から来る特色 

警察は他の行政機関とは異なり、警察法第２条第１項が定め

ている「警察の責務」、すなわち「個人の生命、身体及び財産

の保護」と「公共の安全と秩序の維持」を果たすための「治安

 
１ 治安を維持するための警察活動に

支障のないように措置しておけば足り

る。 

具体的には、警察活動を行うについ
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維持のための機関」である。 

警察は治安維持のための機関であることから、治安維持を目

的として強制にわたる活動から任意の活動にいたるまで幅広

い活動を行っており、その過程で様々な種類の情報を、多種多

様な方法で入手している。内容としても、犯罪捜査活動で入手

した犯人に関する情報、あるいは暴力団対策や警備犯罪等に係

わる団体や個人に関する情報など、多種多様に渡っている。こ

れらの情報の中には例え本人から開示請求がなされたとして

も、警察としては治安維持の責任を果たすうえから開示できな

いものが多数あり、また、収集の方法、範囲を限定することは、

治安を維持していくうえで妥当ではない。 

２ 都道府県警察の相互協力義務等から生じる特色 

警察法が都道府県警察相互間の協力等を規定していること

から、県警は警察庁を初めとして他の都道府県警察と情報の交

換を行ったり、共同、あるいは一体となって治安維持のための

活動を行っている。 

「情報」という点から言えば、県警が保有する個人情報の中

には、警察庁や他の都道府県警察から提供された情報をはじ

め、相互に関連するものも多く含まれている。さらにこれらの

情報を使って各県警が具体的な活動を行っていることから、情

報収集や情報の利用・提供等の警察活動は、全国の警察が同一

の基準の下に行われることが必要である。 

また、警察では、相互協力の一環として、特定の情報につい

て警察庁が構築している情報管理システムによって、全ての都

道府県警察がオンラインによって各種情報を利用・提供してお

り、治安維持上大きな成果を上げている。 

このようなことから個人情報の取り扱いに関して、全国的な

斉一性が確保されることが極めて重要で、必要不可欠である。

３ 「警察庁長官による指揮監督」という仕組みからの特色 

警察法は、警察法第16条第2項で「警察庁長官は警察庁の所

掌事務について、都道府県警察を指揮監督する」と定め、警察

庁長官による指揮監督権を規定している。 

この制度は、警察事務が国と地方の両者の利害に関係すると

いう特色を持つことから設けられているものであるが、この警

察庁長官による指揮監督は、警察法に基づいて行われているも

ので、都道府県警察を法的に拘束するものとされている。すな

わち、県警察が法的に拘束される「警察庁長官による指示」と

いうものが、制度として存在している。 

県警が条例の実施機関に入るに当たっては、このような警察

業務の特色に配慮した条例上の措置が是非とも必要である。 

て支障があるものは、収集・利用・提

供等の場面で例外取扱いができるよう

に次のとおり措置すれば足りるのでは

ないかと考える。 

① 犯罪捜査等の公共安全を目的する

情報の取扱いについては、例外規定を

設ける。 

② ①以外について、類型化できるも

のについては例外規定を設ける。 

③ 例外規定として設けられないもの

については、類型答申で対応する。 

２ 開示できない情報については、必

要があれば新たに非開示条項を検討す

ればよい。 

３ 警察の場合、全国との斉一性が求

められるというのは十分理由があると

考えられるので、これに配慮しつつ、

条例の中で収集、利用の例外取扱いを

決めれば足りる。 

４ 個人情報の取扱いの制限を取り扱

いを無視してまでの警察庁長官からの

具体的な指揮監督が実際にあり得るの

かは不明である。 

 しかし、個人情報保護に配慮しつつ、

警察活動に支障の内容に条例上措置す

れば足りる。 

５ 警察組織の特色に配慮することが

どのような措置を求めているのかが不

明である。 

○ 例外規定 

１ 例外規定に対する基本的考え方 

県警は警察法第36条第2項によって警察法第2条第1項が定め

る「個人の生命、身体及び財産の保護」と「公共の安全と秩序

の維持」に当たることをその責務とされており、この規定の法

的意義は、①警察が何を担当するのか明らかにすること、②こ

の責務を達成するために必要な活動を警察が行うことを認め

ること、③責務を達成するために行うべき措置を講じなかった

場合に、都道府県警察が責任を追及されること、④法令に特別

 

１ 警察法２条１項に規定する警察活

動の範囲は現時点では明確ではない点

があるが、これが警察に係るほとんど

の活動、事務を指すということであれ

ば、警察における個人情報の取扱いの

大部分が例外となることとなる。 

２ 個人情報に係る従来の取扱いで条

例上問題があるものは除いて、警察活
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の規定がある場合を除き、これ以外の活動を警察が行うことを

制限すること、にある。 

この責務を果たしていくうえで、警察法は第２条第２項にお

いて、①不偏不党かつ公平中正であること、②権限を乱用する

ことがあってはならないこと、を定めているが、「個人情報を

収集する際には本人収集を原則とするとか、センシティブ情報

を収集してはならない」というような制約は課していない。 

警察法第２条は、「個人の生命、身体及び財産の保護」と「公

共の安全と秩序の維持」に当たることを警察の責務として定め

るとともに、その責務を果たすため警察が必要だと判断する活

動を、強制に渡らない限り、警察が行うことをも認めている規

定であり、最高裁判所においてもそのように解され、実際にも

そのように運用されている。 

条例に「本人収集の原則」等の制限規定を設け、警察の責務

の遂行に支障が生じることになればこの警察法の趣旨にそぐ

わないことから、県警が条例の実施機関に入るためには警察法

第２条第１項に定める警察の責務を遂行するための警察活動

には、条例の定める制限規定は適用されない旨の明文の規定を

設ける必要がある。 

動を行うについて支障があるものは、

収集・利用・提供等の場面で例外取扱

いができるように次のとおり措置すれ

ば足りるのではないかと考える。 

① 犯罪捜査等の公共安全を目的する

情報の取扱いについては、例外規定を

設ける。 

② ①以外について、類型化できるも

のについては例外規定を設ける。 

③ 例外規定として設けられないもの

については、類型答申で対応する。 

２ 司法警察と行政警察という概念を用いることは妥当では

ないこと 

警察活動を司法警察と行政警察に分けて理解しようとする

考え方は、戦前の警察制度を理解する際に用いられた考え方で

あり、今日の警察制度の下においては当てはまらない。 

戦前は、警察の事務は、内務大臣が所管する行政警察事務と

司法大臣の所管する司法警察事務に分けられていた。 

行政警察事務は警察固有の事務であったが、犯罪捜査につい

ては、これを主宰するのは裁判所に附置された検察であり、警

察はその補助をする存在にすぎず、裁判所に附置された検察の

補佐として行われていたことから、司法警察と呼ばれていた。

現行法制下においては、犯罪捜査は国の司法権の行使ではな

く、行政機関としての警察、検察、あるいはその他の捜査機関

が行うものとして位置づけられており、他の行政と基本的に異

なるものではないことから、犯罪捜査も行政作用の一分野にす

ぎないとするのが今日の基本的考え方である。 

警察活動を司法警察と行政警察とい

う概念で区分するという考え方はして

いない。 
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３ 警察活動を犯罪捜査活動と非犯罪捜査活動に切り分ける

ことは妥当ではないこと 

犯罪捜査活動イコール司法警察、非犯罪捜査活動イコール行

政警察というように、警察活動を犯罪捜査活動と非犯罪捜査活

動に二分して理解するのは、実際の警察活動に合致しない。 

犯罪捜査とは「公訴の提起、遂行の準備として犯人及び証拠

を発見・収集すること」だと定義されているが、現在警察が行

っている活動は、例えば人質監禁事件であるとか誘拐事件など

が発生した場合、犯人を逮捕・検挙するという意味では確かに

犯罪捜査としての活動を行っているが、それと同時に被害者の

救出・救護という犯罪捜査とはいえない活動も同時、並行的に

行っている。即ち、犯罪捜査活動と「個人の生命、身体を保護

するための活動」とが同時、並行的に、１つの警察活動として

一体となって行われている。 

また、暴力団対策についてみれば、暴力団組織を壊滅させる

という究極の目標、目的があり、その目的を達成するために

様々な活動を行っている。個々の犯罪行為を立件していくとい

う犯罪捜査としての活動もあるが、暴力団事務所の撤去等暴力

団排除のための活動、あるいは暴力団対策法が定める中止命令

の発出等の活動も併せて行っている。 

暴力団に対する犯罪捜査活動においては、単に犯人を逮捕・

検挙するためにだけ行われているものではなく、例えばけん銃

等の武器を暴力団から剥奪して組織の弱体化を図る、あるいは

暴力団の悪性を社会にアピールして暴力団の存在を許さない

気運の醸成を図るなど、暴力団対策の一環として総合的に行わ

れている。 

実際の警察活動では、犯罪捜査としての活動と犯罪捜査では

ない活動が同時、並行的に行われているものもあれば、あると

きは犯罪捜査活動、あるときは犯罪捜査ではない活動というよ

うに、個別具体的な状況に応じて変化することもある。例えば、

巡回連絡活動という警察活動があるが、この活動は、交番の警

察官が担当する区域を巡回して家庭、事業所等を訪問し、犯罪

の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保

するために必要と認められる事項について指導連絡を行った

り、住民の意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民と

の良好な人間関係を保持するとともに、管内の実態を掌握する

ための活動で、一応、非犯罪捜査活動に分類される活動である

が、その訪問先で窃盗事件や詐欺事件等、犯罪の端緒情報を入

手するということは往々にして行われている。犯罪の端緒情報

を入手する活動は犯罪捜査のための活動だということになれ

ば、巡回連絡と呼ばれる活動には犯罪捜査活動が含まれている

ことになる。また、それとは逆に、聞き込み捜査等の犯罪捜査

活動においても、その活動の最中に犯罪捜査とは関係のない身

の上相談等の話を聞くこともある。 

警察は、その業務を効率的に推進していくため、刑事部、地

域部、あるいは交通部というような部制を敷き、その所掌事務

を定めて各種の活動を行っているが、刑事部における窃盗犯捜

査、あるいは詐欺事件捜査などという名称、地域部における巡

回連絡活動、あるいは警ら活動などという名称、さらに交通部

警察活動を犯罪捜査活動と非犯罪捜

査活動に２分して考えているわけでは

ない。 

上記のとおり、犯罪捜査を行う場合、

拾得物を処理する場合など例外となる

場合を具体的に列記しようとしている

だけである。 
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における交通取締などという活動の名称は、担当している事務

の内容をひと言で明らかにするため、警察組織の内部において

慣行的に使用している名称であり、そのような名称が冠せられ

ているからと言って、これらの警察活動を行うとき、その名称

以外の活動を行っていない、あるいは行えないということでは

ない。交番の警察官が管内を巡回するという警ら活動中、交通

違反をみつければ交通取締を行うし、窃盗被疑者を見つければ

逮捕する。また、運転免許の更新事務などにおいて指名手配被

疑者を発見すれば逮捕するし、交通取締を行っていたところ、

違反者が実は泥棒であったというようなケースもある。 

このようなことから、警察活動を犯罪捜査活動と非犯罪捜査

活動というようなメルクマールで切り分けることは不適切で

あり、警察活動というのは警察法第２条が定める警察の責務を

果たすための活動が警察活動だというように理解すべきであ

る。 

４ 公共安全情報という概念を例外(除外)規定として使うこ

とは不適切 

(1) 条例の規制を免れる例外規定として、「犯罪の予防、鎮圧

又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の

維持」という概念を用いようとする考え方がある。 

この概念はいわゆる「公共安全情報」と呼ばれている概念で、

情報公開制度において情報の公開・非公開につき、司法審査の

場において、行政機関の長の第一次的な判断を尊重し、その判

断が合理的な許容限度であるかどうかという観点から審理・判

断されるべき情報として創出された概念であり、個人情報の収

集制限、利用・提供の制限等について「個人情報保護の要請と

警察業務の適正な執行の要請とが適切に調整されうるかどう

か」というような観点から創設された概念ではないことから、

条例上の例外規定の概念として用いることは妥当ではない。 

(2) この公共安全情報の概念を条例上の例外規定として用い

た場合、公共安全情報に該当する警察活動は条例の制限を受け

ないことから、警察は警察法第２条の範囲で行っている警察活

動のうち、どのような活動が公共安全情報の活動に該当し、ど

のような活動が公共安全情報の活動に該当しないのか、事前に

明らかにしておく必要がある。 

 すなわち、警察法第２条の範囲で行っている警察活動を公共

安全情報の概念で切り分けなければならないということであ

る。 

情報は活動の結果得られるもので、最終的には文書等の記録

媒体に記録されることから、事後的に、客観的に検証が可能な

ものである。従って、情報を開示しようとする段階で開示する

部分はこの部分、あるいは不開示とするのはこの部分というよ

うに、その内容を吟味しながら範囲を指定して切り分けること

が可能であるが、活動は、それを客観的あるいは外形的に見れ

ば、そもそも一個のものであり、半分の活動だとか三分の一の

活動というようなものはなく、本質的に切り分けることが出来

ないものである。情報開示の段階で、ある情報は公共安全情報

として不開示、その他の情報は開示と判断した場合、これを活

動に置き換えれば、ここからここまでは公共安全情報を入手す

 
１ いわゆる公共安全情報という概念

は、条例上、不開示情報（16条４号）
として出てくる。開示請求のあった保

有個人情報（文書に記載されたものに

限る。）について、16条に掲げる不開示
情報が含まれている場合以外は、原則

開示というものである。 
この公共安全上情報というのは、文

書に記載されたもので、開示があった

場合、事後的に４号に該当するものか

どうかを判断するものである。 
収集時点で、これに該当するかどう

かは分からない。（最終的には裁判所で

判断されることとなる。） 
収集、利用、提供の場面で問題とな

るのは、どのような目的で、どのよう

な場合において、個人情報を収集、利

用、提供しようとしているのかであっ

て、結果として公共安全情報など不開

示情報に該当するかどうかということ

ではない。 
つまり、開示請求の段階で、結果と

して、「公共の安全情報」に該当するこ

とと、情報の収集利用提供の段階で、

公共の安全を目的として収集利用提供

することは、区別して考える必要があ

ると考える。 
例えば、既に改正済みの条例におい

ては、「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公

訴の維持、刑の執行その他の公共の安

全と秩序の維持を目的として収集する

とき」と規定されている。 
２ 警察活動を犯罪捜査活動と非犯罪
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るための活動、それ以外はその他の活動として切り分けなけれ

ばならないことになるが、連続して行われている活動を切り分

けることは出来ない。 

警察活動には犯罪捜査のための活動であっても、その中には

非犯罪捜査のための活動が含まれていることもあり、それとは

逆に、非犯罪捜査のための活動であっても犯罪捜査のための活

動が含まれることがある。また、当初は非犯罪捜査としての活

動を行っていたものが、状況の変化等によって犯罪捜査へと移

行していくものもあれば、それとは逆に、当初は犯罪捜査とし

て活動を行っていたものが非犯罪捜査活動へと移行していく

ものもあるため、警察活動を犯罪捜査活動と非犯罪捜査活動と

に切り分けることは困難である。 

このように県警としてはこのような概念を使って警察活動

を切り分けることは出来ないと判断しているので、このような

概念を使って警察活動を切り分けることが可能とするならば、

警察活動のうちどのような活動が、如何なる理由によって公共

安全情報に該当する活動になるのか、また警察活動のうちどの

ような活動が、如何なる理由によって公共安全情報に該当する

活動にならないのか、示してもらう必要がある。県警としては、

示してもらった活動について、再度意見を申し上げることとす

る。 

(3) 公共安全情報の内容である「公共の安全と秩序の維持」の
概念は、「刑事法の執行を中心とした公共の安全と秩序の維持

である」とされているが、この公共安全情報という概念と警察

法第２条の概念とを比較した場合、公共安全情報の概念は警察

法第２条の概念よりも狭い概念になり、警察法第２条が定めて

いる公共の安全と秩序を維持するための警察活動の中から漏

れる活動が出てくる。そのようなことになれば、県警が警察法

第２条の定める警察の責務を遂行するうえで重大な障害にな

ることから、このような概念を条例上の例外規定の概念として

使うことは不適切である。 

捜査活動に切り分けているわけではな

く、犯罪捜査を行う場合、拾得物を処

理する場合など個人情報を取り扱う例

外について判断するだけである。 
３ 警察活動を切り分けて考える必要

があるのだろうか。必要なのは、個人

情報を取り扱う際に、例外を認める必

要のある場合、ケースを、具体的に列

挙して、結果として警察活動に支障の

内容に事前に措置すれば足りると考え

る。 
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○ 類型答申で措置すればよいとの考え方について 

審査会への事前の意見聴取を義務付けることついては、本人

以外の者から個人情報を収集する必要がある場合を網羅的に

類型化してあらかじめ審査会の意見を聴くことは困難である。

警察官が警察の責務を遂行するに当たっては、当初は犯罪が

起きたのか判然とせず、当該警察官の活動が犯罪捜査に当たる

可能性や、犯罪捜査以外の活動に当たる可能性をともに視野に

入れながら情報収集を進めざるを得ないような場合がある。例

えば「子供がいなくなった」という届け出において、それが誘

拐事件なのか、迷子になっているのか、ただ単に遊んでいるだ

けなのかということは、各種の情報を収集してみなければ分か

らないことである。このような場合においては、情報収集を行

い事態が明らかになった後にはじめて情報収集の目的なり取

扱事務が最終的に確定することになる。 

したがって、このような活動を開始した時点における個々の

警察官の意識は、警察法第２条第１項が定める警察の責務を果

たすための活動を行っているとだけ認識しており、決して、活

動の結果明らかとなる誘拐事件であるとか迷子の保護という

ことを活動の当初から認識して行っているものではない。 

警察活動においてはこのような事例は多種多様にあり、それ

らの活動を全て抽出することは不可能であるため、事前に審議

会の意見を聴くことはできない。 

 
１ 知事部局においては、行政活動に

支障がないように、事前に例外取扱い

を類型化して答申を得て対応してい

る。 
警察の行っている活動が、警察法２

条１項で定められた範囲でしか活動で

きないというのであれば、その範囲の

外枠はおのずと明らかになるはずであ

ると考える。 
２ 通常、人から事実を聞こうとする

場合、一定の目的（それが１つか複数

かはともかくとして）を持って事実を

聞き出そうとするものと考えられる。

警察が主張するように、現場の警察官

が警察法２条の活動を常に認識して活

動しているというのであれば、実際、

どうやって人から事実を聞き出そうと

するのか。 
３ したがって、警察が個人情報を取

り扱う場合、ケースケースで通常想定

されるいくつかの「…の場合」につい

て、例外を認めておけば、どこかの例

外に当てはまることになると考える。 
○ 審議会に事前に意見を聴くとする除外規定 

本県の条例には、個人情報の本人収集の原則など各種の制限

を除外する方法の１つとして、事前に審議会の意見を聴いて、

個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施

機関が認めれば、その制限は除外される旨の規定がある。 

(1) 審査会による事前チェック制度であるが、行政機関法には

このような制度は導入されていない。 

その理由は、①我が国の行政制度は各大臣がそれぞれの行政

分野を担当し、国会に対して連帯して責任を負うこととなって

いること、②目的外利用の是非について、あらかじめ第三者機

関がチェックすることは、行政全体に対する過大な負担とな

り、適時適切な行政サービスの実施を妨げ、国民に対する行政

の遅延をもたらすこと、③第三者機関のチェックがなくても、

利用停止請求権が認められており、不服があるときは審査会が

チェックすることになっていること(個人情報保護法令研究会

編集 Ｑ＆Ａ行政機関のための個人情報保護法Ｐ212) が挙げ

られている。 

 
機関法の考え方は確かにそうである

が、条例においては、そのような考え

方を取っていない。 

(2) この「事前に審議会の意見を聴く」という制度は、次のと

おり警察としては適用する余地のない制度である。 

① 情報公開制度における諮問手続きのように、行政不服審査

手続きの一環として第三者機関が事後的にチェックするとい

う制度ではなく、いわば行政機関が行政行為を行おうとすると

き、それを事前にチェックするという意味合いの制度である

が、警察は警察法第２条第１項により治安維持責任を負ってお

り、治安維持責任を有していない審議会の意見を聴いて警察活

 

① 審議会は、治安維持について、審

議しているわけではなく、個人情報の

取扱いについて、意見を述べているだ

けである。 
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動を行うことは妥当ではないこと 
② 警察活動は待ったなしの活動であり、警察事案が発生した

際に、審議会に諮問を行っているような余裕はなく、そのよう

なことをしていれば事案処理が手遅れになってしまうこと 

③ 発生が予想される事案を想定して、包括的に、事前に審議

会の答申を受けておけばいいという考えに対しては、包括的な

事前承認が受けれらるのであれば条文で除外規定を設けてお

くことが適当であること 

④ 警察事案は多種多様で、平素想定もしていないような事案

が発生することが常であり、その一つ一つを抽出することは殆

ど不可能だと判断されること 

⑤ 警察本部長は地方自治法上、執行機関の地位になく、公安

委員会の管理下にあるため、警察本部長が意見を聴くとすれば

公安委員会の意見を聴くべきであると考えられること。さらに

広義の警察としては、警察を法的に拘束する指揮監督権を有し

ている警察庁長官に意見を聴くべきだと考えられること 

⑥ 公安委員会は地方自治法上、特に独自性・独立性を求めら

れる執行機関であり、警察法上、警察法第２条第１項の責務を

有している。警察が、その責務を果たすに当たり、あらかじめ

知事が設置した附属機関の意見聴取を義務づけることは、公安

委員会の権限が不明確になるうえ、組織機構を複雑にするもの

である。 

 地方自治法施行令第121条の４の規定が削除されたのは、都

道府県の情報公開制度において、事後的救済手段である不服申

立の審理という限定された場面で、諮問手続を活用しようとし

たにすぎず、その一方で、同施行令が133条の２の規定を、な

お存置している趣旨を考慮すれば、施行令の改正を理由に、警

察活動全般に支障を及ぼすおそれのある事前チェック制度を

公安委員会に義務づけるのが相当とまで解することには疑義

があること 

 

② 個人情報を取り扱う場合をあらか

じめ類型化すれば足りるのではない

か。 

③ 適用除外について、条文に記載す

るか、答申とするかは、法制上の問題

と考える。 

 

④ 事案として、多種多様な事案があ

ることは理解できるが、その収集、利

用、提供の場面において、犯罪の捜査、

急訴への対応という場面、場面を類型

化すれば足りると考える。 

⑤ あくまで、条例に基づいて、実施

機関としての警察本部長が個人情報の

取扱いの例外について、審議会に意見

を聴くだけである。審議会は、個人情

報の取扱いについて、意見を述べるの

であって、警察活動について、意見を

述べるものではない。 

⑥ あくまで、条例に基づいて、実施

機関としての公安委員会が個人情報の

取扱いの例外について、意見を聴くだ

けである。審議会は、個人情報の取扱

いについて、意見を述べるだけであっ

て、公安委員会の権限について、意見

を述べるものではない。 

○ 収集制限 

この規定を実際の警察活動にそのまま適用すると、警察活動

に対する重大な障害となる。 

 犯罪捜査のための情報収集は、被疑者の逃走や証拠隠滅を防

止するため､秘匿して行うことが必要不可欠であるが、犯罪捜

査のための情報の収集に際して、本人から直接収集しなければ

ならないとすると、証拠隠滅や逃走等を許すことになる。 

犯罪捜査以外にも、例えば、拾得物件について遺失者に連絡

する場合に、その中にあった社員証に記載されている勤務先が

遺失物について判明した唯一の連絡先であるようなときは、当

該勤務先関係者から情報を収集する必要があるが、本人以外の

者からの情報収集が禁止されれば、こうした関係者からの情報

収集ができなくなるほか、家出人等の捜索に当たり、第三者か

ら当該家出人等に関する情報を収集することもできなくなる

など、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、公共の安全と

秩序の維持に当たるという警察の責務の遂行に著しい支障が

生じることとなる。 

 

事例の場合、犯罪捜査については、

例外規定を設ければ足りる。 

拾得物の処理については、例外取扱

いについてあらかじめ措置していれば

足りる。 

 いづれにしても、警察活動に支障が

ないように、事前に措置を講じておけ

ば足りる。 

○ 個人情報取扱事務の登録 

条例13条１項で「実施機関は、個人情報取扱事務について、

 

１ 事務登録簿は、実施機関が個人情
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個人情報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければな

らない」と規定している。 

県警察が取り扱う個人情報には、秘匿性を要するものが多く

含まれているなどの特殊性がある。このような情報について登

録簿を作成し、個人情報を収集する目的、対象者の範囲、記録

項目、収集先、目的外利用又は提供の状況等を一般の閲覧に供

した場合、警察の責務の遂行に重大な支障が生じることにな

る。 

行政機関法においては、国の安全等に関する個人情報ファイ

ル、犯罪の捜査等に関する個人情報ファイル等については、高

度の秘匿性が求められることから、総務大臣に対する事前通知

や個人情報ファイル簿の作成・公表の義務の適用を除外すると

ともに、事務の性質上当該事務の適正な遂行に著しい支障を及

ぼすおそれがあると行政機関の長が認めるときは、その記録項

目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイル

を個人情報ファイル簿に掲載しないことができると規定され

ている（第１１条第２項及び第３項）。 

したがって、行政機関法と同様に、国の安全等に関する事務

及び犯罪の捜査等に関する事務については、明示的に個人情報

取扱事務登録簿の作成、公表の義務の適用を除外とするととも

に、それ以外の事務についても警察の責務を遂行するために支

障のあるものについては、登録等の義務の適用除外となるよう

警察事務の特性に十分配慮した規定とする必要がある。 

なお、個人情報ファイルと個人情報取扱事務という違いがあ

るとはいうものの、行政機関法と同様の内容にしなければ、国

においては秘匿しているものが県レベルにおいて公表されか

ねず妥当ではない。 

報取扱事務について取り扱う個人情報

の収集の目的、対象者の範囲、記録項

目、収集先等の状況を明らかにし、ま

た、自己の個人情報の開示請求等に資

するため作成、閲覧させるものである。

警察においても、個人情報を取り扱

う事務については一定の例外を除き、

事務登録簿を作成するべきである。 

知事部局と同様の許認可事務につい

ては、法令上収集する目的は、許認可

を行うためなど明らかであるので、事

務登録簿を作成し、収集の目的を記載

すべきである。 

２ 収集の後、収集の目的以外の目的

のために利用提供する場合（犯罪の捜

査のためなどに利用提供する必要があ

る場合）、例外取扱いの措置を取れば足

りる。 

許認可にあたり、法定の申請書に記

載された個人情報を収集する当初の目

的（すなわち許認可を行う目的）と、

収集の後、当初の収集の目的以外の目

的（犯罪捜査目的など）のために利用

提供する場合があることは区別しなけ

ればならない。 

許認可の後、その個人情報を犯罪捜

査のために利用提供する場合であって

も、事務登録簿の収集の目的に犯罪捜

査の目的など結果として利用提供する

目的を記入するわけではない。 

３ 犯罪捜査等については、その内容

を事務登録簿に記載させると、捜査の

事実や内容、対象を一般に推知させる

ことになるなど捜査事務に支障が生じ

るおそれがあることから、適用除外と

すべきである。 

機関法と同様に、国の安全等に関す

る個人情報ファイル、犯罪の捜査等に

関する個人情報ファイル等について

は、適用除外規定を設けるべきと考え

る。 

 それ以外に支障があるという事務が

あるのであれば、最初から、条文で例

外とするか、他の条文と同様取扱い例

外の規定を設けておく必要がある。 

４ 警察は、「それ以外の事務について

も警察の責務を遂行するために支障の

あるものについては、登録等の義務の

適用除外となるよう警察事務の特性に
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十分配慮した規定とする必要がある」

と主張しているが、機関法には、適用

除外以外に、ファイルを作成しないも

のはない。どのような適用除外が必要

なのか。 

○ 警察活動を個人情報取扱事務で理解することは実際の警

察活動にそぐわない 

警察官が警察の責務を遂行するに当たっては、当初は犯罪が

起きたのか判然とせず、当該警察官の活動が犯罪捜査に当たる

可能性や、犯罪捜査以外の活動に当たる可能性をともに視野に

入れながら情報収集を進めざるを得ないような場合がある。 

 例えば、 

① 「子供がいなくなった」という届け出において、それが誘

拐事件なのか、迷子になっているのか、ただ単に遊んでいるだ

けなのかということは、各種の情報を収集してみなければ分か

らない。 

② 「区役所で男が暴れている」という通報に基づいて警察官

が現場に急行した場合、傷害や器物損壊等に当たる犯罪行為が

行われているのか、単に他の人と言い争いをしているだけなの

か、全くの誤報であるのかは現場に行って当事者及び関係者に

事情を聞かなければ分からない。 

③ 「ビルの屋上で男がうろうろしている」との１１０番通報

により、警察官が現場に急行したような場合では、不審者とさ

れた対象者が、雑居ビルで勤務する人で何らかの作業をしてい

るのか、薬物中毒者であるのか、精神錯乱者であるのか、自殺

しようとしている者なのか当事者及び関係者に事情を聞かな

ければ分からない。 

④ 「普段見かけない不審な男がうろうろしている」という１

１０番通報により、警察官が現場に急行したような場合では、

その男性が単に道に迷っているだけなのか、空き巣等の犯罪を

行おうとしているのか、単なる通行人なのか当事者及び関係者

に事情を聞かなければ分からない。 

これらの事案に対応する警察官の行為が何の事務に該当す

るのかは特定することはできない。 

警察が取り扱っている事務の中には、警察活動を行った結

果、はじめてそれが何の事務になるのか明らかになるようなも

のが多くあり、中には、例え警察活動を行ったとしても、特定

の事務の範疇には入らず、「その他の警察事務」というような

範疇に入れるしかないようなものもある。したがって、「個人

情報取扱事務と警察活動とは必ずしも一体のものではない」と

いうことになる。 

条例は、「個人情報の収集は本人収集を原則とする」とか「セ

ンシティブ情報は収集してはならない」というように、個々の

活動を行うとき、その活動を規制することになる内容の規定を

設けているが、仮に、これらの規制に関して、犯罪捜査活動に

ついては規制を除外するが非犯罪捜査活動については除外し

ないとした場合、具体的事例でも紹介したように、警察官が

個々の活動を行う段階では、それが犯罪捜査活動に該当するの

か非犯罪捜査活動に該当するのか分からない事例が多々ある

 
１ 事務登録簿は、実施機関が個人情

報取扱事務について取り扱う個人情報

の収集の目的、対象者の範囲、記録項

目、収集先等の状況を明らかにし、ま

た、自己の個人情報の開示請求等に資

するため作成、閲覧させるものである。

 個人情報取扱事務とは、実施機関の

所掌する事務であって、個人情報の取

扱いを伴うものをいう。 

警察であっても組織規定や事務分掌

においては、「事務」という概念はある。

したがって、警察の所掌する「事務」

で個人情報の取扱いを伴うものについ

て、単純に事務登録簿を作成すれば足

りる。 

２ 事務登録簿については、事務でと

らえているが、利用提供の例外取扱い

については、事務という概念ではとら

えず、「…する場合」などの概念でとら

えている。 

事務登録簿に記載する目的は、例え

ば、許認可事務の場合は、個人情報を

収集する当初の目的（許認可を行う目

的）である。 

例外取扱いが認められた場合、当初

の収集の目的以外の目的（犯罪捜査目

的など）のために利用提供する場合、

その目的を事務登録簿に記載するわけ

ではない。 

３ 現場の警察官が日々行っている警

察活動について、１つ１つの事案、活

動について、個々の事務を、交番ごと

に登録するものではない。 

 上記のように、事務登録簿は、自己

の個人情報の開示請求等に資するため

作成、閲覧させるものであるから、ど

のような事務において、個人情報が取

り扱われているかを登録しておくもの

である。 

 したがって、警察全体として、県民

から見て、個人情報を取り扱う事務を、

例えば、拾得物の処理の事務、迷子の

処理の事務、１１０番対応事務など、
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ことから、実際の活動を行う警察官としては、例えそれが後の

結果から判断して犯罪捜査活動に該当すると評価されるよう

なものであっても、活動を行う段階ではそれが犯罪捜査活動だ

と認識できないため、警察官は活動を行うことを躊躇し、その

結果本来行われるべき警察活動が行われないというような状

況を招来しかねない。 

警察が行っている具体的活動事例に照らして個人情報取扱

事務と警察活動との関係を判断すれば、事務があるから警察活

動が特定されるのではなく、様々な警察活動を行った結果、は

じめてその事務が特定されるという関係にあることが分かる。

警察活動の実態がこのようなものであるにも拘わらず、その

実態を無視し、個人情報取扱事務だけに着目して警察活動を理

解しようとすれば、一見して警察活動は犯罪捜査活動と非犯罪

捜査活動に容易に区分できそうに思われるが、そのような理解

の仕方は警察活動の実態を無視した理論の遊びにしかすぎな

い。 

事務というキーワードで登録しておけ

ば足りると考える。 

○ 利用・提供制限 

現行条例は一部の例外を除いて、実施機関は、個人情報取扱

事務の目的以外の目的で個人情報を当該実施機関内において

利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならないと

規定している。 

(1) 利用及び提供の制限については、行政機関法にも一定の制

限規定があり、行政機関法では、 

① 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で

保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情

報を利用することについて相当な理由のあるとき 

② 他の行政機関、独立行政法人等又は地方公共団体に保有個

人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける

者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に

係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することに

ついて相当な理由のあるとき 

③ 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情

報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本

人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することにつ

いて特別の理由のあるときには、 

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は

提供することができるものとされている。 

(2) 現実の警察活動の中では、犯罪捜査活動で採取された指紋

の情報を変死者の身元確認のために活用したり、銃器を使用し

た犯罪が発生した場合に、猟銃の許可事務で収集した銃器の所

持許可に関する情報を犯罪捜査に利用したりするなど、警察の

責務の遂行に必要な範囲内で利用しているのが実態である。 

警察内部での個人情報の利用が、特定された目的に限定され

ることになると、警察業務の運営が極めて非効率となり、迅速

な事案対応と処理が不可能となることから、行政機関法が定め

ているように、実施機関が「相当な理由」があると判断した場

合には、実施機関内部で利用を可能とする内容の規定にする必

要がある。 

(3) 警察は、各都道府県警察相互間においてオンライン結合な

 

機関法と条例はそもそも規定ぶりが

異なるものである。 

 機関法のように相当な理由があれ

ば、第三者提供ができるというような

規定を置こうとすると、条例の中に警

察の特例規定を設けるか、別の条例を

制定しなければならない。 

 上記のとおり、例外規定と類型答申

で対応すれば、現状の警察活動に支障

が生じるとは考えにくいのではない

か。 
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どの方法も含め、様々な形で各種の情報交換を行っている。特

に、指名手配、家出人手配、身元不明死体手配等の各種手配は、

オンラインシステムによって全国の警察に情報を提供し、その

発見等を依頼している。部外提供を全く禁止すれば、このよう

な活動も制約を受けることになる。 

また、警察は県の行政機関のみならず入国管理局等、各種の

国の行政機関と情報交換を行っていることから、他の行政機関

に対しても、その事務又は業務の遂行に必要な場合で「相当な

理由のあるとき」には提供できるとする内容にする必要があ

る。 

(4) 警察は、各種の捜査や行方不明者などの発見のために、聞

き込みなどによる情報の収集を行っている。これらの情報収集

を効果的に実施するために、聞き込みの相手方に必要最小限度

の範囲で事件概要、被害者の供述内容、目撃者の目撃情報など

の個人情報を提供することにより、目的とする必要な情報を収

集している。このような聞き込みなどの実態を踏まえると､他

の行政機関以外の者に対して一定の個人情報が提供ができな

くなると、警察官が日常的に行っている聞き込みによる捜査や

行方不明者、家出人の発見等のために行う情報収集活動を行う

ことができなくなり、大きな支障が生じることとなる。 

また、犯罪被害者を保護するために、被害者に加害者の人定

や捜査状況等に係る情報提供を行うことなども必要である。 

このように、警察は、その責務を果たすため、個人情報を他

の行政機関以外の者に提供する必要がある場合があり、行政機

関法が定めているように、実施機関が「特別の理由」があると

認めるときには、情報を提供できるとする内容の規定とする必

要がある。 

したがって、警察法第２条第１項に定める警察の責務の遂行

を目的とする利用及び提供については、行政機関法第８条と同

様の規定を設ける必要がある。 

なお、こうした個人情報の利用及び提供について、審査会へ

の事前の意見聴取を義務付けることが認められない理由につ

いては、条例第６条について説明したものと同様である。 
○ 取扱いの例外規定に該当するかどうかの判断 

警察官個々が具体的な警察活動を行うとき、上司による個別

の指示によって活動を行っているわけではなく、個々の警察官

は即決しなければならない警察事案に対して、個々の判断で活

動を行っている。そのため、除外規定となる答申が多種多様に

なればなるほど、現場警察官は自己の行う活動が除外答申に合

致しているかどうかまず判断しなければならなくなり、加重の

負担を強いるとともに、現在警察法第２条の範囲の活動は行え

るとして実際に活動している個々の警察官の判断に、無用の悪

影響を与えるものである。 

 

判断の統一性を図るためには、事前

に例外取扱いになる場合を類型化した

り、逆に例外取扱いにならない場合を

類型化するなど、事前の準備をすれば

足りるのではないか。 

○ 現行の国家公安委員会規則との関係について 

電子計算機処理に係る個人情報に関し、現在、「行政機関の

保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」

(昭和63年12月6日公布、平成元年10月1日施行、法律第95号)

が施行されており、この法律を受け「警察の保有する電子計算

機処理に係る個人情報の取扱いに関する規則」(平成2年6月8

地方自治法14条では、「法令に反しな

い限りにおいて…条例を制定すること

ができる」となっている。 

同規則８条では、警察本部長が特別

の理由があると認めるときは、警察の

任務の遂行に必要な限度で利用提供す
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日国家公安委員会規則第2号)が制定、施行されている。 

この国家公安委員会規則は、行政機関法の成立に伴い、その

施行に合わせて今後改廃されると思われるが、その改廃時期は

現在のところ不明である。 

警察は、現在、この国家公安委員会規則に基づいて、警察が

保有している電子計算機の処理情報を取り扱っているが、この

規則の中には「処理情報の利用及び提供の制限」に関する規定

がおかれている。 

 その内容を見ると 

(1) 電子計算機で処理された情報については、①法律の規定に

基づく場合、②警察の任務遂行に必要な場合には利用・提供す

ることが可能である。 

 さらに、所轄庁の長が特別な理由があると認めるときにも利

用・提供できるというように規定されている。 

 個人情報の利用・提供についは、現行条例第7条にも「利用

及び提供の制限」として同様の規定がおかれているが、その内

容は、実施機関は、個人情報の収集の目的以外の目的のために、

個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施

機関以外のものに提供してはならないとなっている。 

国家公安委員会規則では、警察が保有している電子計算機の

処理情報については、警察がその任務を遂行するために必要で

あると認める場合、あるいは所轄庁の長、すなわち警察本部長

が特別な理由があると認めるときには利用・提供が可能である

とされているにも拘わらず、条例では、個人情報の収集の目的

以外の目的のために利用・提供してはならないとされており、

個人情報の利用・提供という同一の事柄に対して、国家公安委

員会規則と条例とが明らかに異なった規定をしていることに

なる。 

警察は国家公安委員会規則に拘束されるので、仮に県警が改

正条例のもとにおいて実施機関入りすることとなった場合、国

家公安委員会規則と条例とが、同一の事柄に対して異なった内

容を規定しているというような事態は避ける必要があり、各都

道府県警察の条例への実施機関入りが見えない状況において

は、この国家公安委員会規則を踏まえた条例改正案を考慮すべ

きであり、そのためにも行政機関法の内容に合わせるべきであ

る。 

なお、現行国家公安委員会規則には第11条に「都道府県警
察における特別な取扱い」の規定がおかれ、「都道府県警察は、

都道府県公安委員会規則で定めるところにより、電子計算機処

理に係る個人情報について、当該都道府県の実情に即した特別

の取扱をすることができる」こととされているが、そのために

は警察庁長官の承認が必要とされており、現在まで、そのよう

な承認が行われたことは承知していない。 

る場合以外の場合に利用提供できると

なっている。 

一方、条例では、８条に規定する場

合以外は収集の目的以外の目的のため

に利用提供することはできないことと

なっている。 

そうすると、法令である国家公安員

会規則には、一定の場合、利用提供で

きるとなっているにもかかわらず、条

例では同様の場合利用提供できないこ

ととなる。これは、地自法14条に抵触

するおそれがある。 

しかし、同規則11条に基づき、都道

府県公安委員会規則で特別の取扱いを

行うことができるよう定めれば対応で

きる。 

また、条例施行までに、同規則が改

廃されれば、この状況は解消できる。

なお、同規則４条には、「個人情報フ

ァイルを保有するに当たっては、警察

法その他の法令に定めるそれぞれの事

務を遂行するために必要な限り、かつ、

可能な限り目的を特定して行わなけれ

ばならない。」と規定してある。 
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オンライン結合規定について 

 

１ 例外規定の類型 

(1) オンライン結合が原則禁止されている都道府県            …３８都道府県 

そのうち、例外規定が、 

①「審議会の意見を聴いたとき」                    …３１ 

②「法令等の定めがあるとき」                     …１９ 

③「国の機関からの法令による指示があるとき」             … １ 

④「国の機関からの指示があるとき」                  … １ 

 

(2) 改正予定 

①「県ホームページに個人情報を掲載するとき」             … １ 

②「国等と結合するとき」                       … ３ 

③「犯罪の予防等の公共の安全と秩序の維持を目的として提供するとき」   …１０ 

④「本人同意があるとき」                       … ５ 

⑤「個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないとき」  … ４ 

⑥「出版、報道等により公にされているとき」               … ２ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 例外規定の検討 

①県ホームページに個人情報を掲載するとき 

【想定事例】 

・県の行政情報、イベント情報等を県ＨＰに掲載 

・公共工事に係る入札参加資格者情報を紙媒体とともに県ＨＰで公表 

・県公報を県ＨＰに掲載 

【考え方】 

・条例制定当初は、オンライン結合の多くは行政機関相互間のものを想定していた（懇話会議事

録より）。インターネットによるＨＰ発信は、中心的なものではなかった。  

 ・現在、県ＨＰに掲載している個人情報については、例外答申を得て、個人の権利利益を侵害す

るおそれがないように掲載する必要性のある個人情報の内容を限定して運用している。 

 ・ホームページを利用した情報発信は一般的となっており、県民への広報手段として重要な役割

を担っている。 

 ・県ＨＰ発信においては、内容を随時更新したり、必要な情報を追加したりする必要のあるもの

もあり、また、タイムリーな情報発信の必要性も認められる。  

 ・県ＨＰ発信は平成10年５月から行われており、この間に慎重な個人情報の取扱いについては、

一定のルールが確立できていると認められる。 

・以上のとおり、県ＨＰに個人情報を掲載するときにおいては、必ずしも審議会関与の必要性は

乏しいと考えられるため、これを例外として認めることが適当である。 

 

②「国等と結合するとき」（３） 

（参考） 

・「審議会の意見を聴いたとき」           …３１ 

・「法令等の定めがあるとき」           …２４ 

・「国の機関からの法令による指示があるとき」   … １ 

・「国の機関からの指示があるとき」        … １ 
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【想定事例】 

・建設業者の許可申請情報や監督処分情報をＬＧ－ＷＡＮを利用して国や都道府県、市町村で情

報共有し、建設業法に基づく許可、処分等の事務に利用する場合 

・警察庁及び都道府県警察間のオンライン結合（③と重複） 

【考え方】 

・高度情報通信社会の進展の中、総合行政ネットワーク（ＬＧ－ＷＡＮ）を運用し、また、電子

申請システムを導入するなど、今後とも高度情報通信社会の利便性を活用した県民サービスの

充実や事務処理の効率性の向上を進めていくことに配慮することについては公益上の必要性が

ある。 

・オンライン結合先の国においては行政機関個人情報保護法、都道府県、県内市町、県の実施機

関においては個人情報保護条例により、収集、利用、提供について取扱いの制限や職員につい

ての罰則等が定められることからすると、個人情報の取扱いについて安全確保措置が講じられ

ているといえる。 

・以上のとおり、国等と結合する場合については、審議会関与の必要性は少なくなったと考えら

れるため、これを例外として認めることが適当である。 

（参考）県内市町の条例制定状況； 

未制定は６市町であるが、平成 17年４月１日施行予定。 

 

③「犯罪の予防等の公共の安全と秩序の維持を目的として提供するとき」（１０） 

【想定事例】 

・警察庁、都道府県警察間のオンライン結合 

 

【考え方】 

・公共の安全と秩序の維持を担う警察の活動の性質上、広域捜査や相互協力、迅速な対応、捜査

等の事実や内容等を秘匿する必要性などの特殊事情が認められ、警察庁と都道府県警察の間で

情報の共有、交換をオンライン結合により行うことには、一定の公益上の必要性が認められる。 

・警察庁、都道府県警察においては、オンライン結合は安全性及び秘匿性を確保するため、外部

のネットワークには接続していない警察の専用回線を用い、加えてデータの暗号化、アクセス

に関する記録等の義務付けなどにより、不正アクセス等による個人の権利利益を侵害すること

のないよう一定の措置が講じられているものと認められる。 

・以上のとおり、犯罪の予防等の公共の安全と秩序の維持を目的として提供するときは、審議会

関与の必要性は乏しいと考えられるため、これを例外として認めることが適当である。 

・なお、②「国等と結合するとき」を規定するのであれば、この規定は不要。 

 

④「本人同意があるとき」（５） 

【想定事例】 

・国へオンライン結合によってボランティア活動状況や申請書記載内容の情報提供 

・農業の活動地域（○○町○○集落）を県ＨＰへ掲載 

 

【考え方】 

・本人同意を得てオンライン結合をしようとする場合、このオンライン結合について本人に正確

に説明をしており、本人も十分その点について理解しているのであれば、本人の権利利益の侵

害はないと考えられる。 

・また、高度情報通信社会の利便性を活用した県民へのサービスの充実、事務処理の効率性の向

上には公益上の必要性が認められる。 
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・公益上の必要性と個人の権利利益侵害の危険性を比較衡量した場合、必ずしも審議会関与の必

要性に乏しいと考えられるため、これを例外として認めることが適当である。 

 

⑤「個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないとき」（４） 

【想定事例】 

・地震、火災等の災害の際に、家屋等を守るために、工場等の所有者名や現場の写真を県ＨＰで

提供する場合 

 

【考え方】 

・個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないときには、個人情報をオンライ

ン結合により提供することについては、公益上の必要性が認められる。 

・守るべき個人の生命、身体又は財産の安全という個人の権利利益と、個人情報をオンライン結

合により迅速かつ広範囲に提供することによる個人の権利利益の侵害の危険性とを比較衡量し

た場合、必ずしも審議会関与の必要性に乏しいと考えられるため、これを例外として認めるこ

とが適当である。 

 

 

３ オンライン結合禁止規定の類型 

① オンライン結合による提供を全て禁止とした上で、○○の場合（審議会の意見を聴く等）は、

提供することができるとしたもの。（１３） 

 

 

② オンライン結合による提供は、○○の場合でなければ提供してはならないとしたもの。（①と

結論は同じだが、○○の場合であれば提供できるため、オンライン結合による提供を全て 禁

止するという定め方ではない。）（２５） 

 

 

③ オンライン結合による提供に当たっては、審議会の意見を聴くなどしなければならないが、

手段そのものを禁止するとは定めていないもの。（２） 

【兵庫県】 

第８条  実施機関は、オンライン結合（通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合に

より、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法を

いう。以下同じ。）により、実施機関以外のものに対し、個人情報を提供してはならない。 

２  前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等に定めがあるとき、又は審議会の意見を聴い

て、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、オ

ンライン結合により個人情報を提供することができる。その内容を変更しようとするときも、

同様とする。 

【北海道】 

第 10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと

認められるときでなければ、通信回線により電子計算組織を結合する方法により、個人情報

を実施機関以外のものへ提供してはならない。 

２ 実施機関は、前項の方法により新たに個人情報を実施機関以外のものへ提供するときは、

あらかじめ北海道個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しよ

うとするときも、同様とする。 
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④ オンライン結合による提供に当たっては、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければ

ならないことを定め、手段そのものの禁止、審議会の意見聴取等は定めていないもの。（４） 

 

 

⑤ 規定なし（３） 

【静岡県】 

第 13 条 実施機関は、当該実施機関の使用に係る電子計算機と実施機関以外の特定の者の使

用に係る電子計算機その他の機器とを電気通信回線を介して接続し、当該実施機関の保有個

人情報を当該特定の者が随時入手し得る状態にする方法により提供するときは、保有個人情

報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

【京都府】 

第６条 実施機関は、オンライン結合（通信回線を用いて実施機関が管理する電子計算機と実

施機関以外のものが管理する電子計算機を結合し、実施機関の管理する個人情報を実施機関

以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。）により個人情報を提供する

ときは、個人の権利利益を不当に侵害することがないよう努め、法令等に基づく場合を除き、

あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定により審議会の意見を聴いたオンライン結合による個人情報の提

供の内容を変更するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 


